
 

  

基本施策 5 障害福祉 



 

 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

基本施策５―1 

 

基本施策５「障害福祉」 

♦１．第 4次船橋市障害者施策に関する計画 

【障害福祉課】 

 障害者基本法に基づく市町村障害者計画として総合的な施策を定めた計画です。計画の期間は令和 4 年

度から令和 8 年度までの 5 年間で、船橋市における障害のある人のための施策の基本的な方向性を示すも

のです。障害のある人が自らの決定により、社会のあらゆる分野の活動に参加できるような機会を確保し、

障害の有無によって分け隔てられることなく、住み慣れた地域で自分の望む生活を送ることができる社会

の実現を目的としています。 

 

♦２．第 7期船橋市障害福祉計画及び第 3期船橋市障害児福祉計画 

【障害福祉課】 

【療育支援課】 

 本市における障害福祉サービス等の提供体制の確保やそれらの業務の円滑な実施のため、障害者総合支

援法及び児童福祉法により、令和 6 年度から令和 8 年度の 3 年間において、令和 8 年度を最終目標年次と

した障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標、障害福祉サービス等及び障

害児通所支援等の種類ごとの見込み量及び見込み量確保のための方策を定めています。 

 

【障害者施策に関する計画と障害福祉計画及び障害児福祉計画の関係図】 

 

障害者基本法 

障害者総合支援法     児童福祉法  

 

 

【船橋市障害者施策に関する計画】 

総合的な計画 
 

【障害福祉計画】 

数値目標・見込み量

確保のための方策等 

【障害児福祉計画】 

数値目標・見込み量

確保のための方策等 
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施策１「障害への理解の促進」 

 

１．聴覚障害者支援（設置・派遣）事業 
【障害福祉課】 

(1)手話通訳者派遣 

聴覚障害者が、病院・公的機関等を利用する際に手話通訳者を派遣しています。市は、公益財団法人

船橋市福祉サービス公社に委託し実施しています。 

    派遣状況        (単位：件) 

年度 4 5 6 

派遣件数 1,577 1,669 1,854 

内訳）労働関係 13 17 39 

福祉関係 83 92 115 

生活関係 287 251 373 

医療関係 676 720 710 

教育関係 57 46 98 

官公庁 365 438 427 

講座 88 97 87 

その他 8 8 5 

(2)要約筆記者派遣 

聴覚障害者が、病院・公的機関等を利用する際に、要約筆記者を派遣しています。市は、公益財団法人

船橋市福祉サービス公社に委託し実施しています。 

    派遣状況        (単位：件) 

年度 4 5 6 

派遣件数 550 679 664 

内訳）労働関係 7 8 0 

福祉関係 138 131 151 

生活関係 8 8 7 

医療関係 73 77 104 

教育関係 4 0 2 

官公庁 201 304 244 

講座 113 144 132 

その他 6 7 24 

(3)手話通訳者・要約筆記者設置業務および聴覚障害者相談業務 

聴覚障害者の援護に関する相談、手話通訳者及び要約筆記者派遣コーディネート等について、船橋市

福祉サービス公社に手話通訳者・要約筆記者を配置し、援護の相談や情報の提供を行うほか、関係機関

との連絡調整等を図ります。また、聴覚障害者相談員を配置し、聴覚障害者、家族、関係する人からの生

活相談に応じ、関係機関との連携調整等を図ります。市は、公益財団法人船橋市福祉サービス公社に委

託し実施しています。  
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      設置手話通訳者・要約筆記者 活動状況・相談員状況（単位：件） 

年度 4 5 6 

連絡調整件数 2,908 2,666 3,507 

内訳）労働関係 157 53 100 

福祉関係 261 277 275 

生活関係 680 585 701 

医療関係 892 799 1,214 

教育関係 82 41 134 

官公庁 477 574 601 

講座 157 106 206 

その他 202 231 276 

 

２．聴覚障害者支援者養成事業  
【障害福祉課】 

(1)手話通訳者養成講座 

聴覚障害者の要望に応えられる手話通訳者を確保するため、手話通訳者の養成講座を開催しています。

市は、公益財団法人船橋市福祉サービス公社に委託し実施しています。 

養成状況 

年度 4 5 6 

講座開催回数 1 1 1 

修了者数 13 12 10 

 

(2)手話奉仕員養成講座 

聴覚障害者の要望に応えられる手話通訳者を養成するため、準備講座を開催しています。市は、公益

財団法人船橋市福祉サービス公社に委託し実施しています。 

養成状況 

年度 4 5 6 

講座開催回数 1 1 1 

修了者数 22 24 21 

 

(3)要約筆記者養成講座 

聴覚障害者の要望に応えられる要約筆記者を確保するため、養成講座を開催しています。市は、公益

財団法人船橋市福祉サービス公社に委託し実施しています。 

養成状況 

年度 4 5 6 

講座開催回数 1 1 1 

修了者数 5 10 6 
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３．中途失聴者・難聴者手話講習事業 

（身体障害者手帳を所持されていない人が対象） 

【障害福祉課】 

中途失聴者・難聴者に対し、手話の取得を促し社会参加を促進するため、手話講習会を開催しています。

市は、公益財団法人船橋市福祉サービス公社に委託し実施しています。 

受講状況 

年度 4 5 6 

講座開催回数 1 1 1 

参加人数 14 15 15 

    ※参加人数（人）は講座閉講時の人数。 

 

４．障害者週間記念事業 

【障害福祉課】 
障害者週間（12 月 3 日～9 日）を記念して、広く市民に障害者福祉についての関心と理解を深めるとと

もに、障害者が社会参加する意欲を高めるために啓発事業を実施しました。 

来場者数の推移 

 

 

 

 

 
５．船橋市身体障害者福祉センター(福祉体験講座) 

【障害福祉課】 

身体障害者福祉センターでは、市内に居住する身体障害者に対して、各種の相談に応じ、機能訓練、社会

適応訓練、教養の向上等の事業を行うと共に、関係福祉団体に対する便宜の提供及びボランティアの養成

事業を行っています。また、障害理解を深めるために、船橋市民を対象に各種啓発事業を行っています。 

令和 6年度参加人数 

小学生福祉体験講座   39 人 

福祉体験講座      36 人 

  
６．障害者理解啓発パンフレット 

【障害福祉課】 

障害と障害のある人への理解促進を目的として、市内小学校へパンフレットを配布しました。 

令和 6年度市内小学校配布校数  56校 

年度 来場者数 

令和 4年度（第 28回） 2,616 

令和 5年度（第 29回） 2,575 

令和 6年度（第 30回） 2,787 
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施策２「相談・生活支援の充実」 

 

１．身体障害者手帳交付状況 
【障害福祉課】 

              身体障害者手帳の障害別、等級別所持状況        

 手帳所持者数 
構成

割合

(％) 

手帳所持者数内訳 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

視覚障害 

18 歳未満 15 

7.2 

5 2 2 4 2 0 

18 歳以上 1,077 349 401 62 59 178  28 

計 1,092 354 403 64 63 180  28 

聴覚･平衡機能障害 

18 歳未満 26 

7.0 

0 12 5 2 0    7 

18 歳以上 1,040 27 273 105 267 8  360 

計 1,066 27 285 110 269 8 367 

音声･言語・そしゃく機能
障害 

18 歳未満 1 

1.5 

0 0 0 1 - - 

18 歳以上 228 9 7 138 74 - - 

計 229 9 7 138 75 - - 
 

肢体不自由 

18 歳未満 227 

46.6 

143 27 21 22 5 9 

18 歳以上 6,848 1,634 1,333 1,169 1,900 487 325 

計 7,075 
 

1,777 1,360 1,190 1,922 492 334 
 

心臓機能障害 

18 歳未満 35 

21.0 

26 0 3 6 - - 

18 歳以上 3,150 2,085 16 387 662 - - 

計 3,185 2,111 16 390 668 - - 

じん臓機能障害 

18 歳未満 1 

8.6 

0 0 1 0 - - 

18 歳以上 1,305 1,214 3 75 13 - - 

計 1,306 1,214 3 76 13 - - 

呼吸器機能障害 

18 歳未満 9 

0.9 

7 1 1 0 - - 

18 歳以上 138 42 2 58 36 - - 

計 147 49 3 59 36 - - 

膀胱･直腸機能障害 

18 歳未満 11 

5.6 

1 0 6 4 - - 

18 歳以上 839 1 5 37 796 - - 

計 850 2 5 43 800 - - 

小腸機能障害 

18 歳未満 1 

0.1 

1 0 0 0 - - 

18 歳以上 17 5 0 1 11 - - 

計 18 6 0 1 11 - - 

免疫機能障害 

18 歳未満 0 

1.2 

0 0 0 0 - - 

18 歳以上 176 40 52 50 34 - - 

計 176 40 52 50 34 - - 

肝臓機能障害 

18 歳未満 16 

0.3 

16 0 0 0 - - 

18 歳以上 27 19 3 0 5 - - 

計 43 35 3 0 5 - - 

合計 

18 歳未満 342 

100 

199 42 39 39 7 16 

18 歳以上 14,845 5,425 2,095 2,082 3,857 673 713 

合 計 15,187 5,624 2,137 2,121 3,896 680 729 
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２．療育手帳の交付 
【障害福祉課】 

知的障害者が一貫した指導、相談が受けられ、また、各種サービスが受け易くなるとともに、療育の参考

とする手帳で、本人または保護者の申請により交付しています。 

 療育手帳による障害程度 

障害程度 判 定 の 基 準 

最重度 ○Ａ 
知能指数がおおむね 20 以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程

度の状態にある者。 

重度 

Ａの 1 
知能指数がおおむね 21 以上 35 以下の者で日常生活において常時の介助を必要

とする程度の状態にある者。 

Ａの 2 

知能指数がおおむね 36以上 50以下の者で視覚障害、聴覚障害、肢体不自由を有

し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が 1級、2級または 3級の手帳を所持して

おり、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者。 

中度 Ｂの 1 
上記以外の者で、知能指数がおおむね 36以上 50以下の者で日常生活において介

助を必要とする程度の状態にある者。  

軽度 Ｂの 2 
知能指数がおおむね 51 以上 75 程度の者で日常生活において介助を必要とする

程度の状態にある者。 

※ ただし､障害者相談センターにおける最重度の取扱いは下表による｡ 

最重度 

○Ａの 1 
知能指数がおおむね 20 以下の者で日常生活において常時特別の介助を必要とす

る程度の状態にある者。 

○Ａの 2 
知能指数がおおむね 20 以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程

度の状態にある者で、○Ａの 1以外の者。 
 

療育手帳所持者数及び所持率 

区分 知的障害者 知的障害児 
合計 

程度 重度 中度 軽度 計 重度 中度 軽度 計 

手帳所持者数 1,203 698 941 2,842 479 292 622 1,393 4,235 

所持率（％） 99.4 99.4 96.7 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 

 

３．知的障害者名簿登録者数 
【障害福祉課】 

名簿登録者数 

区分 知的障害者 知的障害児 
合計 

程度 重度 中度 軽度 計 重度 中度 軽度 計 

合 計 1,210 702 973 2,885 479 292 622 1,393 4,278 
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４．精神障害者保健福祉手帳交付状況 

【障害福祉課】 

精神障害者保健福祉手帳の申請受付・交付等を行っています。 

精神障害者保健福祉手帳等級別所持状況 （単位：人） 

手帳所持者 1級 2級 3級 

7,738 709  4,352  2,677  

  

５．補装具費の給付 

【障害福祉課】 

身体障害児・者・難病患者等の日常生活や社会生活の向上を図るために、補装具費の給付を行っています。 

補装具交付修理状況 

種     目 
補装具交付修理状況 自己負担金補助金交付状況 

件数 公費負担金額(円) 件数 公費負担金額(円) 

義 肢 
交付 28  14,028,998 1 37,200 

修理 27 6,991,446 2 18,733 

装 具 
交付 178 15,570,854 20 159,624 

修理 52 1,089,146 3 5,513 

視 覚 障 害 者 

安 全 つ え 

交付 58 345,164 4 2,301 

修理 1 506 0 0 

義 眼 
交付 3 432,937 0 0 

修理 0 0 0 0 

補 聴 器 
交付 135  8,679,037 14 89,355 

修理 87 2,761,949 8 15,974 

車 椅 子 
交付 88 33,286,524 3 100,474 

修理 107 5,801,836 2 9,465 

電 動 車 椅 子 
交付 6 3,657,736 0 0 

修理 41 3,047,256 5 50,863 

歩 行 器 
交付 5 466,451 0 0 

修理 1 23,100 0 0 

歩 行 補 助 つ え 
交付 10 80,438 0 0 

修理 0 0 0 0 

眼 鏡 
交付 38 1,003,218 3 7,294 

修理 1 10,971 0 0 

姿 勢 保 持 装 置 
交付 21 12,786,759 0 0 

修理 16 1,549,189 1 2,602 

重 度 障 害 者 用 

意 思 伝 達 装 置 

交付 2 1,233,316 1 37,200 

修理 1 55,000 0 0 

座 位 保 持 椅 子 
交付 11 1,055,000 0 0 

修理 1 12,307 0 0 

頭 部 保 持 具 
交付 9 66,273 0 0 

修理 0 0 0 0 
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起 立 保 持 具 
交付 1 26,140 0 0 

修理 0 0 0 0 

排 便 補 助 具 
交付 0 0 0 0 

修理 0 0 0 0 

合  計 
交付 593 92,718,845 46 433,448 

修理 335 21,342,706 21 103,150 

 

６．相談支援事業 
【障害福祉課】 

(1)障害者(児)総合相談支援事業 

平成 18 年から、身体障害、知的障害及び精神障害を対象とした総合的な相談を行っています。また、

平成 24 年 10 月から基幹相談支援センター機能を加え、地域における相談支援の中核的な役割を担って

います。市は特定非営利活動法人船橋福祉相談協議会、株式会社朝日ケアコンサルタント、社会福祉法

人千葉県福祉援護会、有限会社アシストに委託し実施しています。 

障害者(児)総合相談支援事業 実績 

年度 4 5 6 

相談件数 22,408 22,532 22,524 

※ 相談件数は延べ件数です。 

 

(2)障害児等療育支援事業 

在宅の重度心身障害児（者）、知的障害児（者）、身体障害児が自立した生活を送れるように、地域生活

における相談体制の充実を図ります。市は大久保学園、けいよう、ゆたか福祉苑、のまる、ワーカーズハ

ウスぐらす、にじと風、とらのこキッズ、桐友学園、さざんかキッズに委託し実施しています。 

障害児等療育支援事業 実績 

年度 4 5 6 

相談件数 102 93 85 

 

(3)障害者成年後見支援センター事業 

成年後見制度利用にあたり、船橋市援護の知的障害者や精神障害者、又はその家族からの電話相談

等に応じます。また、成年後見等のなり手のいない、いわゆる「困難事例」に対して、法人として成年

後見人等を受任します。市は特定非営利活動法人ＰＡＣガーディアンズに委託し実施しています。 

障害者成年後見支援センター事業 実績 

年度 4 5 6 

相談件数 7,924 7,507 8,044 

※ 相談件数は延べ件数です。 
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(4)障害者虐待防止対策支援事業 

家族などから虐待を受けている障害者本人からの相談を受けています。また、虐待を受けている障害

者を発見した方からの通報も受け付けています。市は特定非営利活動法人船橋福祉相談協議会に委託し

実施しています。 

障害者虐待防止対策支援事業 実績 

年度 4 5 6 

受理件数 24 45 38 

※ 受理件数は障害福祉課で受理したものを含みます。 

 

(5)地域生活支援拠点事業 

障害者の高齢化や重度化、親亡き後を見据えて、地域で安心してくらしていけるよう、相談や緊急時

の受け入れ、体験の機会の場の提供等を整備しています。市は社会福祉法人大久保学園に委託し実施し

ています。 

地域生活支援拠点事業 実績 

年度 4 5 6 

対応件数 37 26 19 

 

(6)障害者就業・生活支援センター事業 

障害者の一般就労の促進を図るため、社会福祉法人大久保学園が運営している障害者就業・生活支援

センターの機能を強化し、一般企業への就職を希望、または既に就職している障害者を支援しています。 

障害者就業・生活支援センター事業 実績 

年度 4 5 6 

就職件数 27 31 37 

 

７．成年後見制度利用支援事業（知的障害者等） 
【障害福祉課】 

知的障害者等の成年後見制度の利用にあたり、費用負担が困難な者に対して、成年後見人等の報酬等を

助成します。 

    

  
成年後見制度利用支援事業実施状況 

年度 4 5 6 

件数 23 19 20 
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８．日常生活用具費の給付 
【障害福祉課】 

障害児・者・難病患者等が、日常生活をより円滑に行えるよう、日常生活用具費の給付を行っています。 

                   給付状況              （単位：件） 

年度 4 5 6 

便器 1 1 0 

便器用手すり 0 0 0 

特殊寝台(訓練用ベッド含む) 21   11 18   

入浴担架 1  0 0  

体位変換器 1 3 1 

特殊マット 4 7 6 

特殊尿器 0 0 0 

特殊便器 3 1 2 

パソコンソフト 11 7 19 

視覚障害者用ポータブルレコーダー 17 2 10 

視覚障害者用時計(音声式) 15 12 8 

視覚障害者用時計(触読式) 1 0 1 

電磁調理器 2 4 0 

視覚障害者用体温計(音声式) 11 13 7 

視覚障害者用血圧計(音声式) （R5年度より追加） - 25 9 

点字タイプライター 2   0 1   

視覚障害者用体重計 3 10 8 

視覚障害者用読書器 23 16 35 

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ 1 5 3 

聴覚障害者用屋内信号装置 6 8 6 

聴覚障害者用通信装置 10 8 3 

聴覚障害者用情報受信装置 0 0 0 

活字文書読上装置 2 5 8 

火災警報器 0 0 3 

自動消火器 0 0 0 

酸素ボンベ運搬車 0 0 0 

ネブライザー 10 6 14 

携帯用会話補助装置 2 0 0 

入浴補助用具  23 25 22 

移動用リフト 1 2 2 

移動・移乗支援用具 18 10 10 

透析液加温器 3 8 6 

歩行時間延長信号機用小型送信機 0 0 1 

電気式たん吸引器 44 40 49 

足踏式・手動式たん吸引器（R3年度より追加） 4 4 8 

点字ディスプレイ 1 1 1 

居宅生活動作補助用具  10 11 16 

点字図書 1 4 2 

大活字図書  0 0 0 

ストマ用装具（紙おむつ含む） 13,779 13,781 13,678 

点字器 1 0 0 

頭部保護帽 19 22 37 

人工喉頭（Ｈ29年度から人工鼻含む） 46 29 40 

歩行補助杖（Ｔ字状・棒状） 10 8 17 

収尿器 0 0 0 
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訓練いす 0 1 0 

パソコン周辺機器 2 1 1 

パルスオキシメーター 1 2 0 

非常用電源（R6年度より追加） - - 68 

合計 14,110 14,093 14,120 

 

９．職親制度 
                      【障害福祉課】 

知的障害者の自立更生をはかることを目的に、一定期間知的障害者を職親に委託し、食住を共にする中

で、生活、就労、技能取得訓練を指導、援護します。 

利用状況 

年度 4 5 6 

利用人数 1 1 1 

 

１０．移動支援事業 

【障害福祉課】 

屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出のための支

援を行っています。  

移動支援利用状況 

年度 
利用者数 

延利用時間(時間) 
移動介護 通学通所 

4 298 122 31,817.0 

5 315 141 34,185.0 

6 333 149 35,483.5 

 

１１．重度身体障害者等入浴サービス事業 

【障害福祉課】 

居宅において入浴することが困難な重度身体障害者等に対し、保健衛生の向上と家庭介護者の負担軽減

を図るため入浴サービスを行います。 

訪問入浴サービス状況 

年度 4 5 6 

利用回数 4,361 4,437 4,439 

 

１２．日中一時支援事業 

【障害福祉課】 

障害者等の日中における活動の場を確保するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を目的として、

見守り等の支援を行っています。 
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日中一時支援利用状況 

年度 利用者数 利用回数 

4 615 54,312 

5 655 57,704 

6 692 58,655 

 

１３．重度訪問介護利用者等大学修学支援事業 

【障害福祉課】 

常時介護が必要な重度障害者を対象に、修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの

間、通学や校内における身体介護等に要する費用の一部を支給します。 

大学修学支援支給実績 

年度 利用者数 

5 1 

6 1 

 

１４．重度障害者等就労支援特別事業 

【障害福祉課】 

常時介護が必要な重度障害者を対象に、通勤や職場等における身体介護等に要する費用の一部を支給

します。 

就労支援支給実績 

年度 利用者数 

5 1 

6 2 

 

１５．視覚障害者自立生活支援事業 

【障害福祉課】 

主に中途失明の視覚障害者に対し、専門職員が家庭訪問等により、歩行訓練、点字・音声ワープロ訓練、

日常生活動作訓練の指導その他日常における相談業務を行っています。市は社会福祉法人千葉県視覚障害

者福祉協会に委託し実施しています。 

自立生活支援事業実施状況 

年度 利用者数 利用回数 

4★1 49 591 

5 44 530 

6 52 643 
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１６．身体障害者自動車運転免許取得費補助 

【障害福祉課】 

市内に 6か月以上居住する身体障害者手帳所持者に対し、自動車運転免許取得費を補助します。（限度額

10万円）                        

実績状況 

年度 件数 金額（円） 

4 5 500,000 

5 1 100,000 

6 4 400,000 

 

１７．身体障害者自動車改造費の助成 

【障害福祉課】 

身体障害者手帳（肢体不自由に限る）所持者が自ら運転する自家用自動車の操向及び駆動装置等の一部

を改造した場合に、改造に要した費用の一部を助成します。（限度額 10万円）                        

実績状況 

年度 件数 金額（円） 

4 3 287,400 

5 1 100,000 

6 4 400,000 

 

１８．福祉リフトカー運行制度 
【障害福祉課】 

歩行困難な重度身体障害者（1・2 級）が通院又は会合等に参加する場合、リフト付ワゴン車を無料で運

行し、重度身体障害者の福祉の増進を図ります（消費した燃料、有料道路代等は利用者の負担）。  

また、運行について市は社会福祉法人船橋市社会福祉協議会に委託し実施しています。  

運行状況 

年度 利用者数 利用件数 

4 118 182 

5 119 194 

6 114 185 
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１９．更生訓練費給付事業 
【障害福祉課】 

社会復帰（就労）の訓練を受けるために、自立訓練又は就労移行支援の支給決定を受け利用している障

害者等が、訓練に必要な「物品を購入した」場合、又は「費用を事業所へ支払った」場合、その費用を助成

します。 

                    更生訓練費支給実績       （単位：人） 

年度 4 5 6 

支給対象者 27 25 25 

 

２０．特別児童扶養手当 
【障害福祉課】 

精神又は身体に障害を有する児童の生活向上に寄与するため、この児童を監護する父母又は養育者に対

し支給します。 

要   件 1.市内居住者 

      2.20 歳未満の人 

      3.在宅である人 

      4.公的年金を受けていない人 

支 給 月 4月・8月・11月 

 (1)1 級手当 

   身体障害者手帳おおむね 1～2級、療育手帳Ⓐ～A2に相当する障害等を有する児童を監護している人 

    支給額  56,800 円（令和 7年度～） 

 (2)2 級手当 

身体障害者手帳おおむね 3級及び 4級の一部、療育手帳おおむね B1に相当する障害等を有する児童

を監護している人 

    支給額  37,830 円（令和 7年度～） 

                手当支給状況           （単位：人）  

年度 4 5 6 

1 級手当受給者 424(439) 426(436) 425(434) 

2 級手当受給者 358(375) 327(348) 343(370) 

※( )支給対象児童数 
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２１．特別障害者手当等 

【障害福祉課】 

(1)特別障害者手当 

日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の 20歳以上の重度心身障害者に対し

て支給します。 

    対 象  身体障害者手帳 1級及び 2級、又は療育手帳○Ａ1及び○Ａ2の一部に相当する障害等が重

複又は同程度以上の人 

支給月  2月、5月、8月、11月     

支給額  29,590 円（令和 7年度～） 

 (2)障害児福祉手当 

日常生活において常時の介護を必要とする状態にある 20 歳未満の在宅の重度心身障害児に対して支

給します。 

対 象  身体障害者手帳 1級及び 2級の一部、又は療育手帳○Ａ、○Ａ1、○Ａ2に相当す 

る障害等を有する人 

    支給月  2月、5月、8月、11月      

支給額  16,100 円（令和 7年度～） 

(3)経過的福祉手当 

昭和 61年 3月 31日時点で 20歳以上の従来の福祉手当受給者のうち、障害基礎年金、特別障害者手当

の支給要件に該当しない人に支給します。 

      支給額   16,100 円（令和 7年度～） 

                特別障害者手当等支給状況         （単位：人） 

年度 障害児福祉手当 特別障害者手当 福祉手当(経過措置分) 合 計 

4 278 720 15 1013 

5 268 696 12 976 

6 272 679 12 963 

（各年度 1月末日現在） 

 

２２．心身障害児福祉手当 

【障害福祉課】 

身体障害者手帳 1級から 3級の者、又は療育手帳を所持している 20歳未満の児童を監護している人に対

して支給します。 

支給月  7月、11月、3月 

支給額  8,000円 

 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策５―16 

心身障害児福祉手当支給状況 

年度 4 5 6 

受給者数 1,251(1,304) 1,346(1,399) 1,384(1,446) 

  ※（  ）支給対象児童数 

 

２３．千葉県心身障害者扶養共済制度 
【障害福祉課】 

身体障害者手帳 1級から 3級の者、療育手帳所持者又は精神障害者保健福祉手帳 1級及び 2級の者を扶

養している 65歳未満の者を加入者とする制度で、加入者が死亡した(重度障害となった)場合、扶養され

ていた障害者に終身年金を支給する制度で、千葉県が実施しています。市は加入の申込みの受理等、制度

に関する事務を行っています。 

  年金給付額  月額 20,000 円（1口あたり） 

  掛   金  保護者の年齢により掛金額は変わります。 

※ 生活保護世帯、市民税非課税及び均等割世帯については、減免の制度があります。 

 

２４．ねたきり身体障害者及び重度知的障害者介護手当 
【障害福祉課】 

在宅で20歳以上65歳未満の6か月以上ねたきり身体障害者又は20歳以上の重度知的障害者の介護者に

対し支給します。 

支給月  3月、9月 

支給額  12,650 円 

ねたきり身体障害者及び重度知的障害者介護手当支給状況 

年度 
受給者数 

支給額 
身体障害者 知的障害者 合計 

4 21 538 559 82,655,100 

5 16 543 559 82,617,150 

6 15 549 564 82,895,450 

 

 

２５．更生医療の給付 

【障害福祉課】 

身体障害者の職業能力の増進や、日常生活の向上のために障害の除去又は軽減を目的とし医療給付を行

っています。 
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                令和 6年度支給状況           （単位：人） 

区分 入院 通院 訪問看護 合計 

視覚障害 0  0  0 0 

聴覚・平衡機能障害 0  0  0 0 

音声・言語・そしゃく機能障害 1 3  0 4 

肢体不自由 2  1  0 3 

内部障害 

心臓 2  1  0 3 

じん臓 143 689 1 833 

免疫 5  167 0 172 

小腸 0  0 0 0 

肝臓 0  9 0 9 

合計 153 870 1 1,024 

 

２６．重度心身障害者（児）医療費の助成 

【障害福祉課】 

身体障害者手帳の 1、2級該当者、療育手帳所持者で障害程度○Ａ～Ａ2及び精神障害者保健福祉手帳 1級

の人に医療費の一部を助成します。 

支給状況 

年度 制度利用者(人) 金額（円） 1人当り平均（円） 

4 7,015 826,512,538 117,821 

5 6,767 832,822,460 123,071 

6 6,448 828,509,149 128,491 

                   対象人数              (単位：人) 

年度 保険種類 
身体障害者

（児） 

知的障害者

（児） 

精神障害者

（児） 
合計 

4 

社会保険 1,306 397 73 1,776 

国民健康保険 1,755 632 271 2,658 

後期 2,790 13 10 2,813 

計 5,851 1,042 354 7,247 

5 

社会保険 1,335 403 73 1,811 

国民健康保険 1,676 650 300 2,626 

後期 2,534 14 16 2,564 

計 5,545 1,067 389 7,001 

6 

社会保険 1,314 378 78 1,770 

国民健康保険 1,610 654 308 2,572 

後期 2,304 16 19 2,339 

計 5,228 1,048 405 6,681 
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２７．自立支援医療（精神通院医療） 

【障害福祉課】 

障害者総合支援法に基づく自立支援医療（精神通院医療）の申請受付と受給者証の交付等を行います。 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数 

年度 受給者数 

4 10,617 

5 11,044 

6 11,669 

 

２８．精神障害者入院医療費の助成 

【障害福祉課】 

精神障害治療の費用負担を軽減するため、入院医療費の一部を助成します。 

助成額 保険医療給付の自己負担額（月額 16,000円を限度とする。） 

精神障害者入院医療費助成状況 

年度 受給者数 助成金額（円） 

4 227 30,631,440 

5 197 28,441,510 

6 175 25,494,580 

 

２９．心身障害者新規就労支度金の支給 

                 【障害福祉課】 

中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校の特別支援学級又は特別支援学校を卒業後 5 年

以内に新規に就労し、就労してから 1年以内の方(転職者は不可)に支度金を支給します。 

心身障害者新規就労支度金年度別支給状況 

年度 支給額(円) 件数 金額(円) 

4 21,000 15 315,000 

5 21,000 18 378,000 

6 21,000 19 399,000 

 

３０．施設入所者就職支度金給付事業 

【障害福祉課】 

就労移行支援又は就労継続支援を利用していた障害者等で、就職又は自営することにより、事業所を退

所することとなった方に対し、就職に伴う経費の一部を助成します(限度額 36,000 円)。 

        施設入所者就職支度金 支給実績  （単位：人） 

年度 4 5 6 

支給対象者 17 15 21 
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３１．福祉タクシー料金の助成 
【障害福祉課】 

市内に居住する重度心身障害者（児）が、通院、会合等のためタクシーを利用する場合、その運賃の一部

を助成します。                    

補助額   料金の 1/2 限度額 1,200円 

上限枚数 年度間 120枚（腎臓機能障害で人工透析による治療を受けている方は、312枚） 

※ 重度心身障害者であって、かつ介護保険の認定が要介護 3～5の方は上限枚数無制限 

 福祉タクシー年度別助成額 

年度 年利用件数 金額（円） 

4 57,119 43,923,610 

5 56,807 45,190,120 

6 53,572 44,675,750 

 

３２．福祉電話の設置 
【障害福祉課】 

外出困難な在宅の重度身体障害者に対し、コミュニケーション及び緊急連絡の手段として、福祉電話を

貸与することにより、当該重度身体障害者の福祉増進を図ります。 

福祉電話設置状況 

年度 4 5 6 

件数 3 4 3 

 

３３．心身障害者一時介護料の助成 
【障害福祉課】 

心身障害者を介護している家族が、疾病等の理由で一時的に介護が困難となった時等、福祉施設又は福

祉団体に介護を委託した場合、その費用の全部又は一部を助成します。 

  1日当たり 4時間未満    2,500 円（限度額） 

〃    4 時間以上    5,000 円（限度額） 

  1泊          5,000 円（限度額） 

  心身障害者 1人につき 年額 54,000 円（限度額） 

一時介護料助成実績 

年度 件数 金額（円） 

4 97 470,950 

5 140 599,150 

6 93 409,300 
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３４．緊急通報装置貸与事業 
【障害福祉課】 

ひとり暮らし又はそれに準ずる状態の重度身体障害者に対し、急病など万一の場合にボタンを押すと緊

急連絡ができる装置を貸与します。 

緊急通報装置貸与実績 

年度 4 5 6 

件数 5 6 4 

 

３５．障害者施設等通所交通費の助成 
【障害福祉課】 

市内に居住している障害者及びその介護者が、交通費を負担して障害者施設等に通所している場合に、

その交通費の一部を助成します。 

 

(1) 交通機関を利用している場合 

 1か月につき 1か月分の運賃の 1/2 の額（限度額 5,000 円） 

 

(2) 自家用車を使用している場合 

自宅から施設までの通所距離に応じた金額に日数を乗じて得た額（限度額 5,000円）。ただし、国ま

たは他の地方公共団体等の施策により、運賃の割引又は助成を受けているときは、その額を控除した額

となる。 

障害者施設等通所交通費年度別助成額 

年度 件数 金額（円） 

4 1,289 34,443,310 

5 1,126 35,988,850 

6 1,032 33,682,690 

 

３６．障害者援護施設等整備費補助事業 

【障害福祉課】 

 社会福祉法人等が社会福祉施設を整備する際、予算の範囲内で助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

年度 施設数 補助額（円） 

4 1 37,851,000 

5 0 0 

6 0 0 
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３７．身体障害者福祉ホーム 若葉 

【障害福祉課】 

経済的には自立能力がありながら、身体上の障害のために一般の住宅では生活を営むことが困難な身体

障害者に居室その他の設備を提供し、その自立を促進することを目的とした施設。 

 

所 在 地  二和西 5-7-17 

設   備  居室、相談室、集会談話室、浴室、管理人室等 

定   員  10 人 

現   員  ７人(令和 7年 4月 1日現在) 

運   営  (指定管理者)社会福祉法人  千葉県福祉援護会 

 

３８．身体障害者福祉作業所 太陽 
【障害福祉課】 

障害者総合支援法に基づく生活介護の障害福祉サービスを実施する施設で、雇用されることが困難な在

宅の身体障害者に設備を提供して就労の機会を与えるとともに、自活に必要な訓練及び生活指導を併せて

行い、その自立を助長することを目的としています。 

 

所 在 地  二和西 5-7-17 

設   備  作業室、訓練室、相談室、食堂、医務室、事務室、シャワー室等 

定   員  50 人 

現   員  48 人(令和 7年 4月 1日現在) 

 

３９．障害者支援施設 北総育成園 
【障害福祉課】 

障害者総合支援法に基づく施設入所支援、短期入所、生活介護、相談支援、日中一時支援の障害福祉サー

ビスを実施する施設で、主に知的障害者を対象とし、レクリエーションや作業等を行うとともに社会生活

への適応性と参加が図られるよう、日常生活でのあらゆる機会を通じ適切な指導を行っています。 

 

所 在 地  香取郡東庄町笹川い字龍ケ谷 5852-1 

設     備   居室、指導員室、食堂、プレイルーム、通所者デイルーム、作業室、工作室、木工室、

洗濯・洗面室、静養・医務室、浴室等 

定     員  75 人 

現     員  65 人(令和 7年 4月 1日現在) 

運     営  (指定管理者)社会福祉法人  さざんか会 
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４０．光風みどり園 
【障害福祉課】 

障害者総合支援法に基づく生活介護、自立訓練、就労継続支援Ｂ型、日中一時支援の障害福祉サービス

等を実施する施設で、主に知的障害者を対象とし、一般企業に就職することが困難な人のために仕事のし

やすい設備を整え、日々家庭やグループホーム等から通所することにより、生活支援や作業支援を行い一

般企業への就職等、社会的自立を促進することを目的としています。 

所 在 地  大神保町 1359-7 

設   備  作業室、食堂、医務室、職員室、洗濯室、浴室等 

定     員   100 人 

現     員  109 人(令和 7年 4月 1日現在) 

運   営  （指定管理者）社会福祉法人 大久保学園 

 

４１．住宅整備資金の貸付事業 
【障害福祉課】 

心身障害者（一定の要件あり）又はこれらと同居若しくは同居しようとする人が、心身障害者のために 

住宅の補修及び増改築等を行う場合、無利子による資金の貸付けを行います。 

貸付けの限度額は 500万円とし、種類ごとの貸付けの限度額は次のとおり。 

 1．浴室整備資金   130 万円 

 2．便所整備資金   110 万円 

 3．居室整備資金   240 万円 

 4．その他整備資金 100 万円 

住宅整備資金貸付実績 

年度 件数 貸付額（円） 

4 0 0 

5 3 3,794,000 

6 0 0 

 

４２．住宅改造費の助成 
【障害福祉課】 

重度障害者のために浴室や便所などを改造した場合、その費用の一部を助成します。 

※所得制限があります。（限度額 50万円） 

住宅改造費助成実績 

年度 件数 助成額（円） 

4 6 3,000,000 

5 11 4,876,000 

6 9 4,072,000 
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４３．精神保健福祉相談事業  
【保健総務課】                               

市民の精神保健福祉に関する相談について、嘱託医師による予約制の相談窓口と併せ専門職員による相

談・訪問を実施します。 

                   精神保健福祉相談事業実績           (単位：件) 

年度 
嘱託医師による 

定例相談(予約)

制） 

電話相談 来所相談 家庭訪問 

4 37 4,989 264 407 

 

 

5 29 4,707 203 398 

6 22 4,084 195 453 

 

４４．保健所デイケアクラブ 
【保健総務課】 

回復途上の精神障害者を対象に社会参加の場を提供し、集団活動を通して自発性・社会性を養い、対人

関係の改善をはかり、社会生活への適応性を高めることを目的に毎月 4回、グループワークを実施します。 

デイケアクラブ参加状況 

年度 
参加者数 

実人数 延人数 

4★1 12 78 

 5★1 16 111 

6 17 161 

 

４５．精神障害者社会復帰施設等  

【保健総務課】 

精神障害者の社会復帰と自立、社会参加への促進を図るため、各種プログラムを実施する施設の運営を

支援します。 

地域活動支援センター 

所在地： 北本町 1-16-55 保健福祉センター3階 

指定管理者：ＮＰＯ法人 船橋こころの福祉協会 

  地域活動支援センター実績 

年度 電話相談(件) 来所相談(件) 訪問相談(件) 

通所者延人数 

(日常生活支援事

業対象者)  

4★1 8,129 404 592 2,390 

5★1 7,233 435 620 2,783 

6 7,633 414 665 3,104 
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４６．家族支援事業 

【保健総務課】 

精神障害者を抱える家族の不安軽減、適切な治療環境づくり及び社会復帰の促進を目指し家族学習会を実

施しています。 

また、家族同士の支えあい、交流の場を設けることで、家族の孤立感を軽減し家族が元気になることを目的

に、家族会の協力を得て、こころの家族交流会を実施しています。 

令和 6年度実績 

（1）家族のための学習会（ネット・ゲーム・ギャンブル依存）  1回 8人 

   家族のための学習会（双極性障害）    1回    8人      

(2) こころの家族交流会       1回   5人 

(3) 家族のための交流会       2回   38人 

 

４７．成年後見制度利用支援事業（精神障害者等） 
【保健総務課】 

精神障害者等の成年後見制度の利用にあたり、費用負担が困難な者に対して、成年後見人等の報酬等を

助成します。 

成年後見制度利用支援事業実施状況 

 

 

 

 

４８．地域精神保健福祉連絡協議会  
【保健総務課】 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進をはじめとする地域精神保健福祉活動の推進につ

いて協議検討し、関係機関、関係団体等との連携や協力体制の整備等を図るため協議会及び部会を実施し

ています。 

令和 6年度実績 

(1)協議会 

    開催月 令和 6年 8月 

    内容  精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業について 

    出席者 10 人 

(2)部会 

    １回目 

     開催月 令和 6年 11月 

     内容  ①代表者会議での合意形成の共有。国、船橋市の精神包括ケアについて（振り返り） 

         ②令和 6年度における第 1回代表者会議、市事業について（報告） 

         ③令和 6年度協議検討課題、その経緯について（報告） 

         ④支援フロー（案）内容や、協議検討課題を踏まえた支援フロー（案）の完成 

     出席者 25 人 

年度 4 5 6 

件数 33 32 36 
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    ２回目 

     開催月 令和 7年 3月 

     内容  ①治療中断者の支援フローについて 

         ②退院前カンファレンスについて 

         ③身体合併症と認知症を含めた地域支援と連携について 

     出席者 24 人 

 

４９．入院中の精神障害者の地域生活支援に係る事業 
【保健総務課】 

精神科医療機関等に入院中の患者を対象に、地域生活支援に係る事業を実施しています。 

入院中の精神障害者の地域生活支援に係る事業 

年度 回数 参加者数 

4 6 82 

5 7 99 

6 8 92 

 

５０．精神障害者の地域移行・地域定着関係職員に対する研修に係る事業  
【保健総務課】 

精神障害者の地域移行・地域定着に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進するため、精神科医療機

関、障害福祉サービス事業所、介護保険サービス事業所等の職員に対し研修会等を実施しています。 

精神障害者の地域移行・地域定着職員に対する研修に係る事業 

年度 事業内容 回数 参加者数 

4 

市内精神障害者福祉施設の見学会 3 15 

市内訪問看護事業所向け研修会 1 11 

地域移行支援事例に係る事例検討会 1 26 

地域移行支援に関する映画の上映会 1 46 

5 

市内精神障害者福祉施設の見学会 3 16 

市内訪問看護事業所向け研修会 1 7 

地域移行関係職員研修会 1 33 

6 

市内精神障害者福祉施設の見学会 3 17 

訪問看護・グループホーム職員との合同研修会 1 8 

地域移行関係職員研修会 1 52 
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５１．心のサポーター養成研修（令和６年度から開始） 

【保健総務課】 

精神障害者が地域の一員として自分らしく暮らせるよう精神疾患への正しい知識を持ち、メンタルヘル

スの問題を抱える人や家族に対して傾聴を中心とした支援を行う心のサポーター養成研修を実施していま

す。 

心のサポーター養成研修 

年度 回数 受講者数 

5(モデル事業) 1 51 

6 2 320 

 

５２．精神保健福祉普及啓発事業 
【保健総務課】 

精神障害者に対する偏見、差別の解消及び正しい知識の普及啓発を図るために講演会を実施しています。 

 

精神保健福祉普及啓発講演会実施状況 

年度 回数 延人数 

4 1 43 

5 1 71 

6 1 45 

 


